
一
．
序
章

現
代
の
日
本
社
会
に
て
、
四
大
礼
式
（
冠
婚
葬
祭
）
や
、
人
生
の
通
過
儀
礼
時

（
入
学
や
卒
業
、
就
職
や
退
職
）
に
行
な
わ
れ
る
金
銭
の
授
受
は
、
人
間
関
係
を
円

滑
化
さ
せ
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
銭
授
受
に
お
け
る
金
額
の

多
寡
は
、
与
え
る
側
と
与
え
ら
れ
る
側
の
社
会
的
立
場
や
親
疎
関
係
を
表
わ
す
指
標

と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
関
係
を
円
滑
化
さ
せ
、
か
つ
自
身
の
社
会
的
立
場
を
如
実
に
表

わ
す
慣
習
の
起
源
は
不
明
確
で
あ
る
が
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
は
「
賜
金
」
や

「
賜
銭
」
と
い
う
語
句
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
漢
期
に
は
既
に
行
な
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
な
か
に
は
、
内
実
が
具
体
的
に

判
別
で
き
な
い
事
例
も
あ
る
が
、
香
奠
や
退
職
金
な
ど
意
図
が
明
確
な
事
例
も
あ
る
。

た
だ
し
、『
史
記
』
や
、
と
く
に
『
漢
書
』
が
国
家
的
視
点
で
編
纂
さ
れ
て
い
る

性
格
上
、
事
例
の
大
部
分
が
皇
帝
か
ら
の
下
賜
事
例
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
丹
念

に
両
書
の
条
文
を
読
む
と
、
官
僚
同
士
で
の
金
銭
授
受
の
事
例
や
、
皇
后
や
諸
侯
王

が
官
僚
に
金
銭
を
与
え
て
い
る
事
例
も
管
見
で
き
る
。

私
は
両
書
に
見
ら
れ
る
金
銭
授
受
の
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、
文
帝
期
か
ら
始
め

ら
れ
た
制
度
が
宣
帝
期
に
規
定
化
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
大
き
く
改
変
さ
れ
た
こ
と
を

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
は
、
宣
帝
期
に
変
更
さ
れ
た
事
例
を
具
体
的
に
検

討
し
、
前
漢
時
の
社
会
状
況
の
一
断
面
を
明
か
に
し
た
い
。

二
．
先
行
研
究

漢
代
に
お
け
る
金
銭
の
下
賜
や
授
受
の
事
案
に
つ
い
て
、
古
く
は
加
藤
繁
氏
が
漢

代
の
賞
賜
を
十
通
り
に
分
類
し
、
大
官
の
退
任
時
や
卒
去
時
、
ま
た
は
皇
帝
の
即
位

時
や
崩
御
時
、
国
家
の
慶
事
や
瑞
祥
出
現
時
に
賞
賜
が
行
な
わ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て

い
る
（
一
）。

七
十
年
代
に
は
、
佐
伯
富
氏
が
在
職
中
に
官
僚
が
死
去
し
た
場
合
、
特
別
に
金
品

を
下
賜
し
て
葬
儀
の
金
銭
的
負
担
を
助
け
る
慣
習
が
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

氏
に
よ
る
と
、「
賻
贈
」
と
は
氏
族
保
存
の
必
要
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
、
君
主
権

の
強
大
化
と
と
も
に
政
治
的
に
も
利
用
さ
れ
始
め
、
政
治
制
度
の
中
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、「
君
主
の
臣
下
に
対
す
る
恩
恵
を
示
す
も
の
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
二
）。

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
、
高
村
武
幸
氏
が
『
尹
灣
漢
墓
簡
牘
』
の
「
贈
銭
名
籍
」
と

呼
ば
れ
る
木
牘
番
号
七
簡
と
八
簡
の
内
容
に
着
目
し
、
漢
代
の
地
方
官
吏
は
遠
方
や

都
長
安
へ
の
公
務
出
張
が
決
ま
っ
た
場
合
、
同
僚
の
官
吏
達
は
数
百
銭
の
餞
別
を
贈

る
慣
習
が
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
漢
代
の
官
吏
に
と
っ
て
餞
別

と
は
、
第
一
義
に
出
張
に
伴
う
経
済
的
負
担
の
軽
減
と
い
う
目
的
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
以
上
に
自
己
の
出
張
に
際
し
て
餞
別
を
贈
っ
て
く
れ
た
人
数
の
多
寡
こ
そ
が
、
自

身
の
有
す
る
社
会
的
権
威
の
尺
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
餞
別
は
官
吏
が
自
身

の
体
裁
を
保
つ
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
出
費
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
三
）。
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帝
か
ら
官
僚
に
物
品
を
下
賜
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
政
治
施
策
の
一
つ

と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
て
、

黄
金
や
銅
銭
ま
た
は
布
帛
が
下
賜
さ
れ
た
理
由
を
検
討
し
た
結
果
、
多
分
に
皇
帝
の

政
治
的
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
う
え
、
既

述
し
た
よ
う
に
宣
帝
期
を
境
に
し
て
多
く
の
事
例
が
政
策
と
し
て
規
定
化
さ
れ
た
り
、

改
変
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宣
帝
期
に
大
き
な
社
会
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が

想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
の
宣
帝
期
に
生
じ
た
社
会
変
化
を
探
る
べ
く
、
次
項
で
は
先
ず

漢
代
の
黄
金
と
銅
銭
の
価
値
を
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
個
々
の
事
例
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

三
．
前
漢
期
の
黄
金
や
銅
銭
を
下
賜
さ
れ
る
意
味

漢
朝
の
官
制
や
法
制
の
大
部
分
が
秦
朝
の
制
度
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
行

研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
秦
朝
が
約
十
五
年
と
い
う
短
命
で
終
わ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
の
制
度
に
は
利
点
よ
り
も
欠
点
が
多
く
、
そ
の
た
め
漢
朝

は
利
点
を
活
か
し
つ
つ
、
欠
点
を
早
急
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め

て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
改
善
点
の
一
つ
が
貨
幣
制
度
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、

皇
帝
が
官
僚
に
黄
金
や
銅
銭
を
下
賜
す
る
政
治
的
意
図
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
た
め
、
漢
代
に
お
け
る
両
者
の
価
値
基
準
を
確
認
し
、
官
僚
が
黄
金
や
銅

銭
を
下
賜
さ
れ
る
意
味
を
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

中
国
に
お
け
る
黄
金
の
使
用
は
古
く
、
殷
代
に
は
装
飾
品
と
し
て
、
春
秋
戦
国
期

に
至
る
と
貨
幣
の
代
わ
り
と
し
て
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
財
物
と
し
て
普
遍
的
な
価
値

を
有
し
て
い
た
。
だ
が
、
財
物
と
し
て
の
普
遍
的
な
価
値
は
有
し
て
い
た
が
、
そ

の
価
値
基
準
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。『
漢
書
』
食
貨
志
下
に
は
、

周
代
は
「
貨
は
金
よ
り
寶
た
り
」
と
あ
る
が
、
秦
代
は
「
幣
は
二
等
と
爲
し
、
黄
金

こ
の
よ
う
に
、
漢
代
の
官
僚
達
に
と
っ
て
、
賻
贈
や
餞
別
の
よ
う
な
金
銭
の
授
受

は
、
法
令
の
規
定
や
慣
習
と
し
て
日
常
行
為
的
に
彼
ら
の
身
近
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
成
果
を
参
考
に
さ
れ
な
が
ら
、
近
年
、
柿
沼
陽
平

氏
が
『
中
国
古
代
貨
幣
経
済
研
究
』
と
い
う
大
著
を
発
表
さ
れ
（
四
）、
中
国
古
代
社

会
に
お
け
る
黄
金
や
銅
銭
、
ま
た
は
物
財
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
布
（
麻
織
物
）

や
帛
（
絹
織
物
）
の
等
価
価
値
や
非
対
称
性
な
ど
を
検
討
し
、
黄
金
や
銅
銭
・
布
帛

が
持
つ
価
値
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
漢
代
の
経
済
史
に
一
盞
燈
を
あ
て
ら
れ
て
い

る
。氏

の
研
究
に
よ
る
と
、
漢
朝
は
経
済
的
用
途
や
状
況
に
応
じ
て
下
賜
品
を
使
い
分

け
て
お
り
、「〔
黄
金
が
〕
賜
与
物
と
し
て
の
銭
よ
り
も
常
に
選
好
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
丞
相
な
ど
の
高
官
が
退
職
し

た
さ
い
は
黄
金
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
が
、
皇
帝
陵
へ
の
徙
民
政
策
で
は
転
居
し
た

人
々
に
銅
銭
し
か
下
賜
し
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
氏
は
国
家
に
黄
金
の
備

蓄
が
少
な
か
っ
た
こ
と
と
、
銅
銭
は
実
用
性
が
高
く
小
口
の
取
引
に
適
し
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
自
然
災
害

で
死
亡
し
た
被
災
者
の
遺
族
に
棺
購
入
用
の
「
棺
銭
」
と
し
て
、
ま
た
は
死
体
と
一

緒
に
埋
葬
す
る
「
瘞
銭
」
に
も
銅
銭
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
事
例
か
ら
も
窺
い
知
れ
る

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
し
て
、
漢
代
は
黄
金
と
銅
銭
の
下
賜
を
使
い
分
け

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
氏
は
中
国
古
代
の
経
済
や
流
通
過
程

に
焦
点
を
当
て
て
論
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
黄
金
や
銅
銭
が
下
賜
さ
れ
た
政
治
的
理

由
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

私
が
考
え
る
に
、
皇
帝
か
ら
官
僚
へ
の
物
品
下
賜
は
本
質
的
に
流
通
を
主
目
的
と

し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
く
、
そ
の
う
え
高
位
官
僚
は
と
も
か
く
、
下
位
官
僚
が
皇

帝
に
下
賜
物
品
を
限
定
的
に
要
求
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
皇
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官
が
初
め
て
五
銖
錢
を
鑄
て
よ
り
平
帝
の
元
始
中
に
至
る
ま
で
、
錢
を
成
す
こ
と

二
百
八
十
億
萬
餘
と
云
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
単
純
計
算
で
は
年
間
二
億
二
千
万
銭

と
い
う
大
量
の
五
銖
銭
が
鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
銖
銭

発
行
後
の
社
会
状
況
と
し
て
、
年
を
追
う
ご
と
に
五
銖
銭
が
市
場
に
流
通
し
、
そ
れ

と
並
行
し
て
、
物
々
交
換
を
主
体
と
す
る
自
然
経
済
（
現
物
経
済
）
か
ら
貨
幣
経
済

へ
移
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
黄
金
と
銅
銭
の
価
値
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
皇
帝
が
黄
金
や
銅
銭
を
下

賜
し
た
政
治
的
意
図
を
検
討
す
る
う
え
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
と
う
。
説
明

す
る
ま
で
も
な
く
、
皇
帝
か
ら
恩
典
と
し
て
下
賜
さ
れ
る
物
品
に
は
、
実
用
性
が
求

め
ら
れ
る
物
品
と
、
象
徴
的
な
物
品
の
二
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。
柿
沼
氏
も
ま
た
漢

代
の
黄
金
賜
与
に
つ
い
て
「
単
な
る
計
算
手
段
と
い
う
よ
り
も
、
賜
与
物
と
し
て

選
好
さ
れ
る
性
格
を
有
し
て
」
お
り
、「
皇
帝
の
威
信
を
お
び
た
『
上
幣
』
で
あ
り
、

爵
と
同
じ
く
皇
帝
に
対
す
る
奉
仕
の
褒
賞
と
し
て
頻
繁
に
賜
与
さ
れ
た
」
も
の
で
、

「
経
済
的
に
同
価
値
の
銭
よ
り
も
、
高
い
付
加
価
値
を
持
っ
て
い
た
」
と
の
見
解
を

示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
黄
金
が
銅
銭
よ
り
も
高
い
付
加
価
値
を
持
っ
て

い
た
た
め
、
皇
帝
の
権
威
を
示
す
賜
物
品
と
し
て
選
好
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
は
漢
代
が
秦
代
と
同
じ
よ
う
に
、
黄
金
が
銅
銭
よ
り
も
高

い
価
値
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

だ
が
、
実
際
に
は
『
漢
書
』
に
黄
金
が
銅
銭
よ
り
高
い
価
値
を
持
っ
て
い
た
と
す

る
条
文
は
見
ら
れ
ず
、
逆
に
食
貨
志
下
に
は
周
制
に
復
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
貨
幣
の
ほ
う
が
黄
金
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ

る
。
そ
の
う
え
、『
史
記
』
平
準
書
に
は
「
一
黄
金
一
斤
」
と
、
ま
た
『
漢
書
』
食

貨
志
下
に
は
「
黄
金
の
重
さ
一
斤
は
錢
萬
に
直
す
」
と
の
条
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
漢
代
で
は
「
黄
金
一
斤
＝
一
万
銭
」
と
い
う
固
定
的
な
価
値
関
係
を
存
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
価
値
関
係
は
、『
漢
書
』
の
列
伝
に
も
散
見
さ
れ
て
い

は
溢
を
以
て
名
と
爲
し
上
幣
と
す
」
と
の
条
文
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
周
代
は

貨
幣
が
黄
金
よ
り
上
位
に
位
置
し
て
い
た
が
、
秦
代
に
は
貨
幣
よ
り
黄
金
が
上
位
に

位
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
代
に
も
貨
幣
と
黄
金
の
価
値
関
係

に
は
、
尊
卑
の
概
念
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

で
は
、
実
状
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。『
漢
書
』
食
貨
志
下
に
は
「
黄
金
一
斤
」

と
の
条
文
に
、
顔
師
古
は
「
周
の
制
に
復
し
、
更
め
て
斤
を
以
て
金
と
名
づ
く
」
と

注
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
朝
は
周
制
を
採
用
し
た
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
同
書
に
は
「
黄
金
は
方
寸
、
而
し
て
重
さ
一
斤
」
の
条
文
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
顔
師
古
が
主
張
す
る
周
制
と
は
、
黄
金
の
形
状
や
重
量
を
周
制
に
復
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
貨
幣
と
黄
金
の
価
値
関
係
も
ま
た
周
制
に
復
し
た

と
の
推
測
も
可
能
で
、
漢
代
は
貨
幣
が
黄
金
よ
り
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
銅
銭
の
財
物
価
値
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
通
常
、
金
貨
に
し
て
も
、
銀

貨
に
し
て
も
、
そ
の
含
有
量
（
純
度
）
の
多
寡
に
よ
り
財
物
価
値
が
決
ま
る
。
銅
銭

に
し
て
も
然
り
。
銅
銭
も
ま
た
、
銅
の
含
有
量
に
よ
り
財
物
価
値
が
決
定
す
る
が
、

そ
れ
以
上
に
銅
銭
が
市
場
に
流
通
す
る
た
め
に
は
、
銅
銭
が
貨
幣
と
し
て
の
価
値
を

有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漢
朝
の
貨
幣
制
度
の
変
遷
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、『
漢
書
』
食
貨
志
下
に

「
漢
興
り
て
、
以
て
秦
錢
重
く
し
て
用
い
難
き
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
帝

が
半
両
銭
（
五
）
の
重
い
と
い
う
実
用
性
問
題
か
ら
民
間
で
の
楡
莢
銭
鋳
造
を
許
可
し

て
以
降
、
武
帝
元
狩
五
年
に
五
銖
銭
が
鋳
造
さ
れ
る
ま
で
の
八
十
四
年
間
で
五
回

（
高
后
期
に
半
両
銭
と
五
分
銭
、
文
帝
期
に
四
銖
銭
、
武
帝
期
に
三
銖
銭
と
五
銖
銭
）

も
改
鋳
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
銖
銭
の
発
行
後
は
、
唐
朝
が
開
元
通
宝

を
鋳
造
す
る
ま
で
の
約
七
百
年
間
、
一
時
的
な
中
断
は
あ
る
も
の
の
、
銅
貨
の
標
準

と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
う
え
、
食
貨
志
下
に
「
孝
武
の
元
狩
五
年
、
三
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準
が
あ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
普
遍
的
な
価
値
基
準
は
現
実
的

な
価
値
関
係
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
概
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
相
場
的
な
経
済

概
念
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
張
家
山
漢
簡
』
や
『
九
章
算
術
』
に
書
か
れ
て
い
る

か
ら
と
し
て
（
六
）、
一
概
に
そ
の
内
容
に
束
縛
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
く
に
、『
九
章
算
術
』
は
計
算
練
習
書
の
類
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
故
に
『
漢
書
』
に
見
ら
れ
る
「
黄
金
一
斤
＝
一
万
銭
」
は
、
あ
く
ま
で
も
概

念
的
な
価
値
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
、
黄
金
や
銅
銭
は
褒
賞
と
し
て
重

要
な
要
素
を
附
帯
し
て
お
り
、
両
者
に
は
官
民
を
問
わ
ず
共
通
す
る
価
値
基
準
を
存

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
か
ら
黄
金
や
銅
銭
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
は
、
功
績

や
労
働
の
対
価
と
し
て
象
徴
的
な
財
物
の
普
遍
的
な
共
通
概
念
を
有
し
て
お
り
、
黄

金
や
銅
銭
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
で
、
官
僚
と
し
て
の
権
威
を
示
す
こ
と
も
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
黄
金
と
銅
銭
に
は
概
念
的
な
等
価
基
準
が
あ
り
、
黄
金
が
市
場
通
貨
と

し
て
の
使
用
が
制
限
さ
れ
た
と
し
て
も
、
銅
銭
に
換
金
す
る
こ
と
で
市
場
に
て
の
使

用
が
可
能
と
な
る
。
故
に
、
皇
帝
か
ら
の
黄
金
や
銅
銭
の
下
賜
は
、
官
僚
や
庶
民
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
身
の
権
威
づ
け
の
み
な
ら
ず
、
臨
時
収
入
と
し
て
の
意
味
合

い
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

四
．
前
漢
期
の
金
銭
下
賜
事
例

柿
沼
氏
は
自
著
の
巻
末
に
「
秦
・
前
漢
・
新
に
お
け
る
銭
と
黄
金
の
授
受
」
と

「
秦
・
前
漢
・
新
に
お
け
る
布
帛
の
授
受
」
の
二
表
を
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
に

よ
る
と
、
氏
は
前
漢
期
の
金
銭
授
受
を
、
賜
与
（
九
十
五
例
）・
軍
功
（
十
七
例
）・

策
略
（
五
例
）・
慶
事
（
十
四
例
）・
葬
送
（
十
三
例
）・
陵
墓
造
営
（
一
例
）・
遺
詔

（
五
例
）・
徙
民
（
四
例
）・
聘
物
（
六
例
）・
巡
幸
（
一
例
）・
国
外
（
六
例
）・
退
職

る
。
例
え
ば
、
王
莽
伝
上
の
平
帝
元
始
三
年
に
は
「
皇
后
を
聘
す
る
は
黄
金
二
萬
斤
、

爲
ち
錢
二
萬
萬
」
と
あ
り
、
ま
た
東
方
朔
伝
に
は
董
太
后
が
寵
愛
す
る
董
偃
の
交
際

費
と
し
て
中
府
に
「
一
日
金
は
百
斤
に
滿
ち
、
錢
は
百
萬
に
滿
ち
、
帛
は
千
匹
に
滿

つ
れ
ば
、
乃
ち
之
に
白
せ
」
と
命
じ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
一
定
の
目
安
と
し
て

百
斤
や
百
万
銭
と
設
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
両
文
の
内
容
が
平
準
書
や
食
貨

志
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
佐
伯
氏

は
「
賻
贈
」
が
黄
金
一
百
斤
か
銅
銭
一
百
万
枚
を
定
額
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
漢
代
に
は
黄
金
一
斤
＝
銅
銭

一
万
枚
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

し
か
る
に
、
こ
の
「
黄
金
一
斤
＝
一
万
銭
」
と
い
う
価
値
関
係
に
つ
い
て
、
柿
沼

氏
は
『
張
家
山
漢
簡
』
算
数
書
に
は
「
黄
金
一
斤
＝
五
〇
四
〇
銭
」
と
、
ま
た
『
九

章
算
術
』
均
輸
編
に
は
「
金
一
斤
＝
六
二
五
〇
銭
」
と
、
同
じ
く
盈
不
足
編
に
は

「
金
一
斤
＝
九
八
〇
〇
銭
」
と
の
条
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け

る
銭
と
黄
金
の
比
価
は
、
状
況
に
応
じ
て
固
定
官
価
、『
平
賈
（
正
賈
）』、
も
し
く

は
実
勢
価
格
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
、
常
に
固
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
張
家
山
漢
簡
』
や
『
九
章
算
術
』
の
内
容
か
ら
、
漢
代
の
黄
金

と
銅
銭
の
関
係
は
固
定
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
『
漢
書
』
の

諸
々
に
見
ら
れ
る
「
黄
金
一
斤
＝
一
万
銭
」
と
考
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
氏
の
説
明
に
疑
問
を
抱
い
て
な
ら
な
い
。『
漢
書
』

食
貨
志
下
の
条
文
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
現
実
的
に
考
え
て
銅
銭
と
黄
金
の

価
値
関
係
は
、
時
代
や
王
朝
に
よ
り
両
者
の
関
係
に
は
上
下
・
尊
卑
の
変
化
が
あ
り
、

そ
れ
は
二
百
年
に
も
及
ぶ
一
王
朝
内
で
も
価
値
の
上
下
・
尊
卑
の
変
化
は
生
じ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
確
か
に
漢
代
を
通
じ
て
「
黄
金
一
斤
＝
一
万
銭
」
と
い
う

固
定
価
格
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
、
経
済
概
念
に
は
普
遍
的
な
価
値
基
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①
皇
帝
擁
立
に
対
す
る
褒
賞

皇
帝
か
ら
の
金
銭
下
賜
の
特
殊
事
例
と
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
皇
帝
擁
立
の
褒
賞

事
案
で
あ
ろ
う
。
前
漢
期
に
官
僚
か
ら
擁
立
さ
れ
た
皇
帝
は
文
・
宣
・
平
（
七
）
の
三

帝
で
、
う
ち
文
帝
と
宣
帝
の
賜
物
品
に
は
特
段
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
詳
細
に

見
て
み
る
と
、
両
帝
期
で
は
二
点
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
。

一
点
目
は
、
褒
賞
し
た
官
僚
の
人
数
で
あ
る
。
文
帝
が
黄
金
や
食
邑
を
下
賜
し
た

人
数
は
七
人
だ
が
、
宣
帝
が
黄
金
や
食
邑
を
下
賜
し
た
人
数
は
二
十
五
人
と
、
宣
帝

が
賞
賜
し
た
官
僚
の
人
数
が
、
文
帝
の
約
四
倍
へ
と
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
文
帝
は
功
績
に
応
じ
て
の
差
は
あ
る
が
、
七
人
に
ほ
ぼ
同
額
の
黄
金

と
銅
銭
を
下
賜
し
て
い
る
の
に
対
し
、
宣
帝
は
霍
光
一
人
に
大
部
分
を
下
賜
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
帝
期
の
総
額
は
、
黄
金
が
一
万
三
千
斤
と
食
邑

が
二
万
三
千
戸
で
あ
る
（
八
）。
宣
帝
期
の
総
額
は
、
黄
金
が
七
千
二
百
斤
、
銅
銭
が

六
千
万
銭
、
食
邑
は
三
万
五
千
戸
以
上
で
あ
る
が
（
九
）、
う
ち
霍
光
に
は
黄
金
七
千

斤
と
銅
銭
六
千
万
枚
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
既
述
し
た
「
黄
金
一
斤
＝
一
万
銭
」
の

価
値
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
計
一
万
三
千
斤
相
当
の
黄
金
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
文
帝
の
下
賜
し
た
黄
金
の
総
額
が
霍
光
一
人
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宣
帝
は
文
帝
の
事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
を
変
更

し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
多
く
の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
私
は
宣
帝
の
出
自

の
特
異
性
と
官
僚
権
力
の
肥
大
化
を
答
え
と
し
て
挙
げ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
文
帝
は

擁
立
さ
れ
た
皇
帝
と
雖
も
高
帝
の
実
子
で
、
代
王
か
ら
皇
帝
に
即
位
し
て
い
る
た
め
、

身
分
的
に
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
宣
帝
は
巫
蠱
の
乱
の
首
謀
者
と
し
て
自
殺
し
た
皇

太
子
劉
拠
の
孫
で
、
庶
民
か
ら
皇
帝
に
擁
立
さ
れ
た
た
め
、
身
分
的
な
問
題
が
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
宣
帝
の
皇
帝
権
力
は
脆
弱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
文
帝
よ
り

も
多
額
の
金
銭
や
食
邑
を
恩
典
と
し
て
賜
与
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
的
に
は
下
賜
さ
れ
た
金
額
が
文
帝
期
と
同
程
度
に
抑
え
ら
れ
て
お
り
、

（
二
十
三
例
）・
宗
廟
火
災
（
一
例
）・
遷
職
（
二
例
）・
分
与
（
三
例
）、
計
十
四
項

目
一
九
六
の
事
例
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

私
は
氏
の
分
類
内
容
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
漢
代
の
金
銭
授
受
は
非
常

に
複
雑
で
、
視
点
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
分
類
項
目
も
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

例
え
ば
、
氏
は
竇
太
后
が
長
公
主
嫖
に
与
え
た
事
例
を
「
遺
詔
」
と
分
類
さ
れ
て
お

ら
れ
る
が
、
厳
密
に
は
「
詔
」
と
は
皇
帝
の
命
令
を
指
す
語
句
で
あ
り
、
こ
の
事
例

は
竇
太
后
の
遺
言
で
賜
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
氏
の
分
類
に
則
し
て
言
え
ば
「
分

与
」
と
な
る
。
ま
た
、
高
帝
が
太
公
の
家
令
に
金
五
百
斤
を
与
え
た
事
例
で
は
「
賜

与
」
に
分
類
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
例
は
太
公
家
令
の
諫
言
を
嘉
し
て
与
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
褒
賞
」
に
分
類
で
き
よ
う
。
こ
の
二
例
以
外
に
も
、
項
羽
や

季
布
の
首
級
に
懸
け
た
褒
賞
金
、
南
粤
王
尉
侘
が
使
者
の
陸
賈
に
餞
別
を
贈
っ
た
事

例
な
ど
は
採
録
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
代
の
金
銭
授
受
の
事
例
を
分
類
し
た
結
果
、
私
は
十
九
項
目

一
九
九
の
事
例
〔
賜
与
（
四
十
一
例
）・
褒
賞
（
四
十
七
例
）・
策
略
（
二
例
）・

餞
別
（
一
例
）・
香
奠
（
十
例
）・
宴
会
（
六
例
）・
賄
賂
（
七
例
）・
軍
功
（
十
八

例
）・
徙
民
（
五
例
）・
遺
産
相
続
（
二
例
）・
購
金
（
二
例
）・
供
出
（
二
例
）・
聘

物
（
七
例
）・
外
交
（
十
二
例
）・
慶
事
（
十
一
例
）・
棺
銭
（
五
例
）・
遷
職
（
六

例
）・
退
職
（
十
五
例
）・
病
気
見
舞
（
一
例
）〕
に
分
類
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
柿

沼
氏
の
分
類
よ
り
五
項
目
三
事
例
増
え
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
氏
の
分
類
内
容

の
批
判
が
目
的
で
は
な
く
、
金
銭
の
下
賜
事
例
か
ら
前
漢
期
の
社
会
状
況
を
俯
瞰
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
上
、
氏
の
分
類
に
つ
い
て
考
察
は
差
し
控

え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

本
項
で
は
、
私
は
漢
代
に
行
な
わ
れ
た
黄
金
や
銅
銭
の
下
賜
事
例
の
う
ち
、
宣
帝

期
に
規
定
化
さ
れ
た
制
度
や
改
変
さ
れ
た
制
度
を
検
討
し
た
い
。
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霍
光
は
武
帝
の
遺
詔
で
幼
年
の
昭
帝
を
輔
弼
し
て
権
力
を
掌
握
し
、
そ
の
う
え
孫
娘

を
昭
帝
の
皇
后
に
冊
立
し
た
こ
と
で
外
戚
と
し
て
の
権
威
も
手
に
入
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、
彼
は
皇
帝
に
準
じ
る
権
力
と
権
威
を
有
し
、
強
い
反
発
は
予
想
さ
れ
る
に

し
て
も
、
皇
帝
位
を
欲
す
れ
ば
現
実
的
に
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ

が
『
漢
書
』
に
は
、
霍
光
が
皇
帝
位
を
欲
す
る
よ
う
な
動
き
は
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま

で
も
劉
氏
の
皇
帝
位
を
守
る
べ
き
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
（
十
）。
こ
の
こ
と
は
、
呂
后

死
後
、
呂
氏
が
皇
帝
位
を
求
め
て
策
動
し
た
状
況
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え

に
、
文
帝
期
か
ら
宣
帝
期
の
間
、
官
僚
機
構
の
整
備
以
外
に
何
ら
か
の
社
会
状
況
の

変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
変
化
を
読
み
解
く
手
が
か
り
と
し
て
、
私

は
遺
詔
の
有
無
に
着
目
し
て
み
た
。

『
漢
書
』
で
遺
詔
が
確
認
で
き
る
の
は
、
呂
后
と
文
・
景
・
武
の
一
后
三
帝
の
み
で
、

昭
帝
以
降
は
一
例
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、『
漢
書
』
の
編
者
で
あ
る
班
固
が
意
図

的
に
記
載
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
公
布
自
体
が
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
史

料
的
に
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
私
は
昭
帝
以

降
の
社
会
状
況
か
ら
、
遺
詔
そ
の
物
が
必
要
な
く
、
作
成
さ
れ
て
も
大
々
的
に
公
布

さ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

皇
帝
が
生
前
、
自
身
の
子
供
や
一
族
の
中
か
ら
皇
太
子
を
冊
立
す
る
の
は
、
自
身

の
権
力
が
円
滑
に
、
か
つ
確
実
に
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

皇
帝
が
皇
太
子
を
冊
立
す
る
前
に
死
去
し
た
場
合
、
漢
代
で
は
皇
后
が
皇
帝
権
力
を

補
完
し
、
三
公
九
卿
ら
の
高
官
が
合
議
し
て
皇
帝
を
擁
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

擁
立
さ
れ
た
皇
帝
は
官
僚
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
ず
、
皇
帝
は
自
身
の
生
命
や
地
位
を

守
る
た
め
、
官
僚
達
の
既
得
権
益
を
認
め
、
そ
の
権
力
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
反
面
、
皇
帝
位
の
継
承
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
皇
帝
権
力
の
衰
退
は

微
弱
で
す
む
。

で
は
、
武
帝
以
降
の
皇
帝
位
継
承
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
武
帝
以

褒
賞
人
数
の
比
率
か
ら
考
え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
宣
帝
期
の
ほ
う
が
安
く
収
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
、
黄
金
は
霍
光
と
蔡
義
の
二
人
し
か
下
賜
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他

の
二
十
三
人
に
は
食
邑
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
宣
帝
期
は
食
邑
の

下
賜
が
文
帝
期
よ
り
も
約
一
万
二
千
戸
以
上
と
、
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
に
宣
帝
期
は
文
帝
期
よ
り
褒
賞
人
数
が
増
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
両
帝
期
に
お
け
る
官
僚
体
制
の
完
成
度
に
答
え
を
求
め
た
い
。

皇
帝
一
人
で
広
大
な
領
土
と
多
数
の
領
民
を
統
御
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
治
政
を

平
穏
無
事
に
行
な
う
た
め
に
は
行
政
的
資
質
を
有
す
る
官
僚
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
文
帝
以
降
、
景
帝
、
武
帝
が
官
僚
機
構
の
充
実
と
育
成
に
務
め
た
結
果
、

政
策
に
よ
っ
て
は
官
僚
権
力
が
皇
帝
権
力
を
も
凌
駕
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
官
僚
機
構
は
専
門
性
を
有
す
れ
ば
有
す
る
ほ
ど
排
他
的
と
な
り
、
自
身
の

権
力
を
仲
間
内
で
専
有
し
て
い
く
性
格
が
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
専
有
さ
れ
た
官
僚

権
力
は
、
幼
帝
や
無
能
な
皇
帝
が
数
代
も
続
く
と
、
官
僚
権
力
は
抑
制
す
る
こ
と
が

で
き
ず
に
益
々
肥
大
化
し
、
最
終
的
に
は
皇
帝
の
地
位
を
も
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。

宣
帝
期
は
先
代
の
昭
帝
が
幼
少
で
即
位
し
た
た
め
皇
帝
権
力
は
著
し
く
後
退
し
て
お

り
、
そ
の
う
え
宣
帝
自
身
も
官
僚
か
ら
擁
立
さ
れ
た
皇
帝
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
宣

帝
は
二
十
五
人
も
の
官
僚
達
に
褒
賞
を
賜
与
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
文
帝
と
宣
帝
の
論
功
行
賞
か
ら
、
宣
帝
期
に
お
け
る
官
僚
権
力
が

肥
大
化
し
て
い
た
状
況
が
推
測
で
き
た
。
逆
に
言
え
ば
、
肥
大
化
し
た
官
僚
組
織
を

い
か
に
統
御
す
る
か
が
、
宣
帝
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
最
大
の
課
題
で
も
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

②
皇
帝
の
遺
詔

前
項
で
推
測
し
た
よ
う
に
、
宣
帝
期
は
官
僚
権
力
が
肥
大
化
し
て
皇
帝
権
力
を
凌

駕
し
て
お
り
、
そ
の
官
僚
群
の
中
心
的
存
在
が
霍
光
で
あ
っ
た
。
彼
は
武
帝
期
に
匈

奴
征
討
で
勲
功
を
あ
げ
た
霍
去
病
の
異
母
弟
で
、
武
帝
末
年
の
寵
臣
の
一
人
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
呂
后
は
諸
侯
王
か
ら
郎
吏
ま
で
、
文
帝
は
諸
侯
王
か
ら
孝
悌
・
力
田
ま

で
と
、
下
賜
対
象
者
は
官
僚
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
景
帝
は
庶
民
に
ま
で
下
賜
対

象
者
を
拡
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
帝
以
降
後
漢
期
を
通
じ
金
銭
は
庶
民
に
ま
で

下
賜
さ
れ
続
け
て
い
る
。

次
に
相
違
点
で
あ
る
が
、
昭
帝
期
以
降
、
死
去
し
た
皇
帝
か
ら
の
恩
恵
で
は
な
く
、

新
た
に
即
位
し
た
皇
帝
か
ら
の
恩
恵
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

皇
帝
位
＝
劉
氏
の
概
念
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
遺
詔
の
公
布
が
必
ず
し
も
必
要

無
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
遺
詔
の
公
布
が
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

遺
詔
に
よ
る
臨
時
収
入
も
貰
え
な
く
な
る
た
め
、
貧
困
者
が
皇
帝
を
厭
悪
し
、
社
会

不
安
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
、
新
皇
帝
は
特
別
給
付

金
を
下
賜
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
人
心
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
政
策
概
念
は
、
国
家
慶
事
や
瑞
祥
に
対
し
、
黄
金
や
銅
銭
を
下
賜
し

た
政
策
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
国
家
の
慶
事
と
瑞
祥
報
告

始
皇
帝
が
創
始
し
た
皇
帝
制
は
問
題
点
が
多
く
、
そ
の
解
決
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
秦

朝
は
滅
亡
し
た
。
そ
の
未
確
立
な
皇
帝
制
を
踏
襲
し
た
漢
朝
は
、
皇
帝
中
心
の
中
央

集
権
体
制
の
確
立
を
目
指
し
法
制
度
な
ど
の
確
立
を
急
い
だ
が
、
皇
后
や
皇
太
子
の

冊
立
に
つ
い
て
の
細
や
か
な
規
定
は
、
前
漢
期
を
通
じ
存
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

た
と
え
ば
、
武
帝
の
衛
皇
后
や
成
帝
の
趙
皇
后
な
ど
、
微
賎
の
者
が
皇
后
に
冊
立
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
后
の
冊
立
に
は
身
分
の
貴
賤
が
後
世
ほ
ど
問
わ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
景
帝
は
中
子
の
徹
を
、
武
帝
は
末
子
の
弗
陵
を
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
し

も
長
子
が
皇
帝
位
を
相
続
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
窺
い
知
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
皇
后
や
皇
太
子
の
冊
立
を
、
政
府
は
治
民
政
策
の
一
環
と
し
て
利

用
し
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
例
が
、
国
家
の
慶
事
と
し
て
臣
民
に
皇
室
の
繁
栄
を
強

制
的
に
祝
わ
せ
る
反
面
、
皇
帝
は
牛
と
酒
、
そ
し
て
酺
を
下
賜
し
て
い
る
こ
と
で
あ

降
、
父
か
ら
子
へ
と
皇
帝
位
が
継
承
さ
れ
た
の
は
昭
・
元
・
成
の
三
帝
で
、
ま
た
嗣

子
の
無
か
っ
た
成
帝
は
生
前
に
哀
帝
を
皇
太
子
に
冊
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
当

に
皇
帝
位
を
継
承
し
た
の
は
六
帝
中
四
帝
で
、
宣
・
平
の
二
帝
が
官
僚
か
ら
擁
立
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
位
継
承
が
必
ず
し
も
円
滑
に
行
な
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
遺
詔
の
公
布
が
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

『
漢
書
』
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
答
え
と
し
て
、
皇
帝
位
＝
劉
氏
と
い
う

概
念
が
確
立
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
行
研
究
で
は
、
景
帝
三
年
の
呉
楚
七
国
の
乱
を
武
力
鎮
圧
し
た
結
果
、
封
建
諸

侯
王
の
政
治
的
影
響
力
が
低
下
し
た
反
面
、
皇
帝
の
権
威
と
権
力
が
飛
躍
的
に
増
大

し
、
武
帝
は
後
庭
政
治
と
呼
ば
れ
る
皇
帝
親
政
が
行
な
え
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
先
行
研
究
の
説
明
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
、
遺
詔
が
必
要
だ
っ
た
の

は
皇
帝
位
＝
劉
氏
の
概
念
が
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、
皇
帝

位
＝
劉
氏
の
概
念
が
確
立
さ
れ
た
武
帝
期
以
降
で
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
呂
后
を
除
く
三
帝
が
遺
詔
に
て
黄
金
や
銅
銭
を
下
賜
し
た
理
由

と
し
て
、
父
帝
が
後
継
者
で
あ
る
子
供
の
新
皇
帝
を
臣
下
に
託
す
意
図
が
多
分
に
含

ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
劉
氏
の
皇
帝
位
独
占
が
確
立
し
た
武
帝
以
降
は
、
霍
光
や

王
鳳
の
よ
う
な
権
臣
で
も
劉
氏
か
ら
皇
帝
位
を
奪
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
、
劉
氏

一
族
内
に
て
皇
帝
位
の
継
承
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
遺
詔
を
公

布
し
な
く
て
も
、
劉
氏
の
皇
帝
位
が
脅
か
さ
れ
る
心
配
は
な
く
な
っ
た
。

だ
が
、
文
・
景
帝
の
遺
詔
に
見
ら
れ
る
特
別
恩
恵
の
思
想
は
、
武
帝
期
以
降
も
継

承
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
帝
か
ら
正
当
に
皇
帝
位
を
継
承
し
た
昭
・
元
・
成

の
三
帝
は
、
即
位
翌
年
の
正
月
か
二
月
に
、
上
は
諸
侯
王
か
ら
下
は
庶
民
に
至
る
ま

で
黄
金
や
銅
銭
な
ど
を
下
賜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
昭
帝

以
前
と
以
降
の
下
賜
政
策
の
類
似
点
と
相
違
点
に
着
目
し
て
み
た
。

類
似
点
と
し
て
は
、
下
賜
対
象
者
が
景
帝
の
遺
詔
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宣
帝
は
昭
帝
が
始
め
た
金
銭
下
賜
を
、
皇
后
冊
立
や
皇

太
子
冊
立
な
ど
の
国
家
慶
事
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
瑞
祥
報
告
に
対
す
る
金
銭
下
賜
の
事
例
と
同
じ
で
あ
る
。
昭
帝
始

元
元
年
二
月
、
黄
鵠
が
建
章
宮
の
太
液
池
に
下
り
た
瑞
祥
を
祝
し
て
諸
侯
王
・
列

侯
・
宗
室
に
金
銭
を
下
賜
し
た
の
が
初
見
だ
が
、
民
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
の
は
宣
帝

本
始
元
年
五
月
か
ら
で
あ
る
。
以
後
、
元
・
成
帝
期
と
瑞
祥
が
報
告
さ
れ
る
た
び
に
、

恩
典
と
し
て
帛
・
牛
・
酒
・
爵
な
ど
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
成
帝
元
延
四

年
三
月
を
最
後
に
明
帝
永
平
十
七
年
五
月
ま
で
一
度
も
瑞
祥
は
報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、

金
銭
の
下
賜
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
明
帝
以
降
は
再
び
瑞
祥
が
報
告
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
た
び
に
金
銭
の
下
賜
も
再
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
皇
后
や
皇
太
子
冊
立
な
ど
の
国
家
慶
事
に
物
品
を
下
賜
す

る
政
策
は
文
帝
期
に
始
め
ら
れ
た
が
、
宣
帝
期
に
至
り
体
系
化
さ
れ
た
よ
う
だ
。
ま

た
、
瑞
祥
報
告
を
嘉
し
て
金
銭
を
下
賜
す
る
政
策
も
昭
帝
期
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
、

こ
れ
も
宣
帝
期
に
規
定
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
銭
下
賜
政
策
は
、
後
漢

期
に
至
る
と
祖
法
と
し
て
重
視
さ
れ
て
お
り
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

④
退
職
金
制
度

現
代
で
は
、
官
庁
や
企
業
に
就
職
し
た
人
が
定
年
や
病
気
な
ど
の
理
由
で
職
を
辞

す
る
と
き
、
役
職
や
勤
続
年
数
に
応
じ
て
退
職
金
が
支
給
さ
れ
る
。
こ
の
退
職
金
の

支
給
制
度
は
漢
代
に
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、『
漢
書
』
で
は
十
五
件
十
八
人
の
事
例

が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
注
意
す
べ
き
は
、
官
僚
の
辞
職
に
対
す
る
褒
賞

は
宣
帝
以
前
に
も
確
認
で
き
る
が
、
金
銭
の
下
賜
は
宣
帝
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
。宣

帝
以
前
の
事
例
と
し
て
は
、
武
帝
建
元
元
年
に
郎
中
令
の
周
仁
が
退
職
し
た
と

き
、
二
千
石
の
禄
扶
持
が
支
給
さ
れ
た
一
例
の
み
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
武
帝
期
の

事
例
に
つ
い
て
、
大
庭
脩
氏
は
「
武
帝
以
前
の
人
は
上
大
夫
の
祿
を
賜
い
、
そ
れ
以

る
。
こ
の
政
策
の
意
図
は
、
皇
帝
が
臣
民
に
特
別
な
恩
典
を
下
賜
す
る
こ
と
で
、
彼

ら
の
忠
誠
心
を
求
め
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
皇
后
冊
立
に
お
け
る
体
系
的
な
政
策
と
し
て
の
初
見
は
文
帝
元
年

三
月
の
事
例
で
、
文
帝
は
八
十
歳
以
上
に
米
・
肉
・
酒
・
帛
・
絮
な
ど
の
実
用
品
を

下
賜
し
て
い
る
。
次
の
事
例
は
宣
帝
元
平
元
年
十
一
月
と
約
一
〇
五
年
間
も
行
な
わ

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
え
下
賜
品
も
黄
金
や
銅
銭
な
ど
の
財
物
へ
と
変
化
し
て
い
る

の
だ
。
そ
し
て
再
び
皇
后
冊
立
時
に
行
な
わ
れ
た
下
賜
政
策
は
平
帝
の
元
始
四
年
二

月
で
、
こ
の
時
は
爵
と
帛
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
後
漢
期
に
至
る
と
皇

后
冊
立
時
の
下
賜
品
が
爵
と
粟
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
漢
朝
は
皇
后
冊
立

時
の
下
賜
政
策
を
祖
法
と
し
て
重
視
し
な
が
ら
も
、
下
賜
品
は
現
状
に
合
わ
せ
た
の

で
あ
ろ
う
。

皇
太
子
冊
立
に
つ
い
て
も
然
り
。
文
帝
元
年
正
月
、
景
帝
七
年
四
月
、
武
帝
元
狩

元
年
四
月
の
皇
太
子
冊
立
事
例
で
は
爵
や
帛
が
下
賜
さ
れ
た
が
、
宣
帝
地
節
三
年
四

月
の
事
例
以
降
（
元
帝
初
元
二
年
四
月
・
成
帝
綏
和
二
年
二
月
）
は
、
爵
や
帛
以
外

に
黄
金
や
銅
銭
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
後
漢
期
に
至
る
と
皇
后
冊
立
と
同
様

に
下
賜
品
が
爵
と
粟
に
変
化
し
て
い
る
。

こ
の
皇
后
や
皇
太
子
の
冊
立
時
に
お
け
る
下
賜
品
の
変
化
か
ら
、
前
漢
期
の
社
会

状
況
が
垣
間
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
文
帝
期
の
米
や
肉
な
ど
の
実
用
品
か
ら
、

宣
帝
期
の
黄
金
や
銅
銭
な
ど
の
財
物
へ
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
武
帝
期
に
発
行

さ
れ
た
五
銖
銭
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
武
帝
元
狩
五
年
に
五
銖

銭
が
発
行
さ
れ
て
約
五
十
年
が
経
過
し
た
こ
と
か
ら
、
発
行
枚
数
や
市
場
で
の
流
通

量
が
拡
大
し
、
財
貨
と
し
て
の
認
知
度
が
官
民
を
問
わ
ず
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

そ
し
て
今
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
黄
金
や
銅
銭
の
下
賜
は
宣
帝
期
か
ら
始
ま
る
の

で
は
な
く
、
先
代
の
昭
帝
が
元
服
し
た
元
鳳
四
年
正
月
の
事
例
が
最
初
だ
と
い
う
こ

八
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既
掲
し
た
が
、
佐
伯
氏
は
『
後
漢
書
』
羊
続
伝
の
「
舊
典
に
、
二
千
石
が
卒
官
す

れ
ば
百
萬
を
賻
る
」
と
の
条
文
に
着
目
さ
れ
、
漢
代
は
二
千
石
の
官
僚
が
在
職
中
に

死
去
し
た
場
合
、
銅
銭
一
百
万
枚
が
賻
と
し
て
贈
ら
れ
る
規
則
が
あ
っ
た
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
『
後
漢
書
』
羊
続
伝
に
見
ら
れ
る
「
舊
典
」
と
は
、
前
漢
期
の
法
典
を
指
し

て
い
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、『
漢
書
』
何
並
伝
に
も
「
死
す
れ
ば
當
に

法
賻
を
得
べ
し
」
と
の
条
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
漢
期
に
も
「
賻
贈
」
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
賻
に
つ
い
て
は
注
が
付
さ
れ
て
お
り
、

如
淳
は
「
公
令
に
は
、
吏
、
官
に
死
せ
ば
法
賻
を
得
」
と
、
ま
た
顔
師
古
は
「
終
い

し
者
に
布
帛
を
贈
る
は
賻
と
曰
く
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
か
ら
し
て
、

両
漢
期
を
通
じ
て
官
僚
が
在
職
中
に
死
去
し
た
場
合
、
銅
銭
や
布
帛
を
贈
る
制
度
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
賻
贈
の
制
度
は
高
位
官
僚
の
み
で
、
下
位
官
僚
に
は
適
応
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
庭
氏
は
『
居
延
漢
簡
』
の
二
六
七
簡
と

一
九
簡
を
詔
書
の
断
片
と
し
、
そ
の
内
容
か
ら
下
位
官
僚
に
も
額
の
多
少
は
あ
る
が

支
給
さ
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
十
三
）。
こ
の
氏
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
賻

と
は
高
位
官
僚
か
ら
下
位
官
僚
ま
で
と
幅
広
く
下
賜
さ
れ
る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、

退
職
金
制
度
と
は
異
な
り
、
か
な
り
確
立
し
た
法
体
系
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
運
用
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。『
漢
書
』
に
は
官
僚
の
遺
族

に
黄
金
や
銅
銭
が
下
賜
さ
れ
た
事
例
が
八
例
（
皇
帝
か
ら
六
例
、
諸
侯
王
や
列
侯
か

ら
二
例
）
確
認
で
き
る
。
う
ち
黄
金
は
五
例
、
銅
銭
は
二
例
。
下
賜
金
額
の
内
訳
は

黄
金
一
百
斤
が
四
例
、
銅
銭
一
百
万
枚
が
二
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
羊
続
伝
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
賻
銭
は
銅
銭
一
百
万
枚
が
定
額
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
特
例
と

し
て
、
武
帝
期
に
奉
車
都
尉
の
蘇
嘉
が
大
不
敬
を
弾
劾
さ
れ
て
自
刎
し
た
事
例
で
は
、

銅
銭
二
百
万
枚
と
定
額
よ
り
も
二
倍
の
銅
銭
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
は

後
で
は
、
黄
金
・
酒
・
安
車
駟
馬
・
第
宅
等
を
賜
わ
っ
た
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て

い
る
（
十
一
）。
だ
が
、
私
は
こ
の
見
解
に
つ
い
て
若
干
の
疑
義
を
呈
し
た
い
。

『
漢
書
』
を
読
む
限
り
、
官
僚
の
退
職
時
に
金
銭
が
下
賜
さ
れ
た
最
初
の
事
例
は
、

宣
帝
地
節
三
年
に
丞
相
の
韋
賢
に
黄
金
百
斤
と
一
区
画
の
邸
宅
が
下
賜
さ
れ
た
と
き

で
あ
る
。
安
車
と
駟
馬
の
下
賜
も
ま
た
、
宣
帝
神
爵
二
年
に
少
府
の
趙
充
国
の
退
職

時
に
下
賜
さ
れ
た
の
が
初
見
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
邸
宅
の
下
賜
は
韋
賢
の
み
の
事

例
で
、
他
の
事
例
で
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
し
て
、
官
僚
の
退
職
時

に
金
銭
や
安
車
駟
馬
な
ど
を
下
賜
す
る
制
度
は
、
宣
帝
期
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
の
推

測
が
可
能
で
あ
る
。

だ
が
、
宣
帝
期
に
官
僚
の
退
職
金
制
度
が
恒
例
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
下

賜
金
額
ま
で
は
規
定
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。『
漢
書
』
に
見
ら
れ
る
退
職

金
額
を
確
認
す
る
と
、
五
百
金
（
五
百
万
銭
を
含
む
）
が
三
例
、
二
百
金
が
二
例
、

一
百
金
が
五
例
、
六
十
金
が
四
例
、
五
十
金
が
二
例
、
二
十
金
が
一
例
、
不
明
が
一

例
と
、
下
賜
金
額
が
一
定
し
て
い
な
い
。

で
は
、
官
職
に
よ
っ
て
金
額
が
定
ま
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ま
た
違

う
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
丞
相
の
場
合
は
一
百
金
が
二
人
と
六
十
金
が
一
人
。
御
史

大
夫
は
一
百
金
が
一
人
と
六
十
金
が
一
人
。
ま
た
、
九
卿
の
少
府
趙
充
国
に
は
六
十

金
だ
が
太
常
の
劉
常
に
は
一
百
金
と
、
下
賜
金
額
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
（
十
二
）。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
て
、
宣
帝
期
に
退
職
金
制
度
の
恒
例
化
さ
れ
た
と
推
測

で
き
る
が
、
下
賜
金
額
の
差
異
か
ら
し
て
、
明
確
な
規
定
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く

く
、
い
ま
だ
制
度
と
し
て
確
立
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
香
奠

現
代
の
冠
婚
葬
祭
で
も
、
親
疎
に
応
じ
て
一
定
の
金
額
を
贈
る
こ
と
が
慣
習
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
代
に
も
賻
贈
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
り
、
前
項
で
検
討

し
た
退
職
金
制
度
と
異
な
り
、
こ
ち
ら
は
下
賜
金
額
が
規
定
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
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分
の
貴
賤
に
関
係
な
く
一
定
期
間
の
特
別
休
暇
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
療
養
期

間
に
治
癒
し
な
け
れ
ば
、「
病
免
官
」
や
「
以
病
免
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

病
気
を
理
由
と
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
漢
代
の
官
僚
の
病
免
制
に
つ
い
て
、
大
庭
氏
は
『
漢
書
』
谷
永
伝
や
厳
延
年

伝
の
「
病
滿
三
月
免
」
と
い
う
条
文
に
着
目
さ
れ
、「
漢
の
官
吏
は
、
病
氣
に
な
っ

て
滿
三
箇
月
缺
勤
し
た
場
合
は
、
免
官
さ
れ
た
」
と
（
十
五
）、
ま
た
『
風
俗
通
義
』
過

誉
篇
の
「
漢
典
に
、
吏
病
し
て
百
日
、
免
に
應
ず
」
や
、『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
の
注

に
『
漢
書
音
義
』
の
「
吏
、
病
し
て
百
日
に
滿
ち
る
は
當
に
免
ず
る
な
り
」
な
ど
を

引
用
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
吏
が
病
免
さ
れ
る
の
は
九
十
日
か
ら

百
日
前
後
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
代
の
官
僚
は
身
分
の
貴
賤
を
問
わ
ず
百
日
前
後
の
療
養
休
暇
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
休
暇
中
に
治
癒
し
な
い
場
合
は
罷
免
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
既

述
し
た
よ
う
に
官
僚
は
退
職
時
に
黄
金
や
銅
銭
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
罷
免
さ
れ
た

と
し
て
も
生
活
苦
に
直
結
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
官
職
の
喪
失
は
収

入
源
の
剥
奪
以
上
に
特
権
剥
奪
の
ほ
う
が
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
官
僚
に
し

て
み
れ
ば
人
生
を
左
右
す
る
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
る
に
、
三
公
九
卿
の
よ
う
な
高
位
官
僚
に
は
、
病
気
療
養
以
外
に
も
恩
典
が

与
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
谷
永
伝
に
は
「
病
む
こ
と
三
月
、
有
司
奏
し
て
免
を
請

う
。
故
事
、
公
卿
病
め
ば
輒
ち
賜
告
す
。
永
、
獨
り
即
時
免
ぜ
ら
れ
る
に
至
る
」
と

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
病
気
に
な
っ
た
大
司
農
の
谷
永
は
、
規
則
通
り
三
箇
月
の
休
暇

が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
理
由
で
完
治
し
な
か
っ
た
た
め
、
九
卿
に
列

す
る
谷
永
に
は
賜
告
（
特
別
休
暇
）
を
賜
る
権
利
を
有
し
て
い
た
が
、
成
帝
は
谷
永

の
賜
告
を
許
可
せ
ず
、
罷
免
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
、
高
位
官
僚
に
は

三
ヵ
月
の
療
養
休
暇
と
は
別
に
特
別
休
暇
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

そ
し
て
今
一
つ
、
高
位
官
僚
に
は
療
養
休
暇
以
外
に
も
、
皇
帝
か
ら
特
別
な
恩

武
帝
の
個
人
的
な
配
慮
が
加
味
さ
れ
た
特
殊
事
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
宣
帝
期

の
霍
光
の
事
例
で
は
、
黄
金
と
銅
銭
の
下
賜
総
額
は
不
明
だ
が
、
宣
帝
と
霍
光
の
関

係
か
ら
し
て
、
定
額
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
賻
制
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
宣
帝
期
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
帝
期
以
降
の
事
例
で
は
「
其
の
祭
祀
を
奉
ず
」
と
の
語
句

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
葬
儀
の
金
銭
的
負
担
を
助
け
る
賻
制
か
ら
、
先
祖
の
祭

祀
代
へ
と
下
賜
目
的
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
古
代
の
伝
統
で
、

儒
家
思
想
が
重
視
す
る
「
孝
」
の
概
念
を
色
濃
く
表
わ
す
祖
先
祭
祀
代
へ
と
、
名
目

が
拡
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
宣
帝
期
に
祭
祀
代
を
下
賜
さ
れ
た
官
僚
は
、
右
扶
風
尹
翁
帰
（
河
東

郡
平
陽
県
）
や
大
司
農
朱
邑
（
廬
江
郡
舒
県
）
の
よ
う
な
地
方
出
身
者
が
多
く
見
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
重
近
啓
樹
氏
は
宣
帝
期
の
社
会
状
況
と
し
て
、
地
方
出

身
者
が
中
央
官
庁
に
抜
擢
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
十
四
）。
こ
れ
ら
の
諸
事
情
を

加
味
し
て
考
察
を
加
え
る
と
、
皇
帝
権
力
が
弱
か
っ
た
宣
帝
は
、
既
得
権
益
を
有
す

る
中
央
政
府
の
官
僚
達
で
は
な
く
、
地
方
出
身
の
官
僚
達
に
信
を
お
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
彼
ら
は
生
前
、
宣
帝
の
期
待
に
応
え
、
優
秀
な
治
績
を
残
し
た
人
々
で
あ
り
、

宣
帝
と
の
関
係
が
特
別
に
深
か
っ
た
官
僚
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
在
職
中
に
死
去
し
た
官
僚
に
金
銭
を
下
賜
す
る
賻
制
は
、
両
漢
期

を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
が
、
宣
帝
期
以
降
か
ら
従
来
の
葬
儀
代
だ
け
で
は
な
く
、
祖

先
祭
祀
代
も
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
療
養
休
暇
と
病
気
見
舞
い

現
代
、
被
雇
用
者
が
何
ら
か
の
病
気
や
事
故
で
入
院
や
自
宅
療
養
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
場
合
、
官
公
庁
や
企
業
の
多
く
が
給
付
金
や
療
養
中
の
給
料
を
保
障
し
、
そ
の

う
え
回
復
後
の
再
雇
用
を
認
め
る
な
ど
、
社
会
保
障
制
度
が
充
実
し
て
い
る
。

漢
代
の
官
僚
も
ま
た
、
現
代
の
よ
う
な
整
っ
た
社
会
保
障
制
度
で
は
な
い
が
、
身

一
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古
代
で
は
非
常
に
貴
重
な
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
の
古

代
社
会
で
は
牛
や
酒
が
珍
重
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
国
古
代
の
祭
祀
思
想
に
依
拠
し

て
、
文
帝
が
牛
や
酒
を
下
賜
し
た
と
推
測
し
て
も
大
過
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
伝
統
の
祭
祀
思
想
に
依
拠
し
て
始
め
ら
れ
た
下
賜
政
策
は
、

文
帝
以
後
も
継
承
さ
れ
て
お
り
、
両
漢
期
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
特

筆
す
べ
き
は
、
武
帝
期
に
行
な
わ
れ
た
下
賜
政
策
（
百
戸
ご
と
に
牛
一
頭
、
酒
十

石
）
が
、
成
・
哀
帝
期
の
丞
相
へ
の
賜
物
品
と
同
等
数
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
武
帝
期
に
賜
物
量
が
規
定
化
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、『
漢
書
』

の
賜
物
政
策
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
宣
帝
期
を
境
に
牛
や
酒
の
下
賜
政
策
に
は
大

き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
私
は
以
前
、
宣
帝
期
か
ら
成
帝
期
に
か
け
て
施
行
さ
れ
た

下
賜
政
策
は
帛
・
牛
・
酒
が
一
つ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
他
の

皇
帝
期
に
施
行
さ
れ
た
下
賜
政
策
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
十
八
）。
そ

の
う
え
、
退
職
金
の
下
賜
制
度
も
宣
帝
期
に
始
ま
っ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す

れ
ば
、
宣
帝
期
に
見
舞
品
の
規
定
化
が
行
な
わ
れ
た
と
結
論
づ
け
て
も
、
論
の
飛
躍

で
は
な
か
ろ
う
。

⑦
関
内
侯
の
賜
爵
と
金
銭
・
食
邑
の
下
賜

秦
朝
が
始
め
た
二
十
等
爵
制
は
、
漢
朝
も
踏
襲
し
て
使
用
し
て
い
る
が
、
秦
代
と

漢
代
で
は
制
度
的
に
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

本
来
、
関
内
侯
は
京
畿
に
居
住
し
、
食
邑
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ

が
、
平
帝
元
始
元
年
正
月
に
平
帝
を
擁
立
し
た
論
功
行
賞
で
太
僕
王
惲
ら
三
十
二

人
、
翌
元
始
二
年
四
月
に
は
故
の
曲
周
侯
酈
商
ら
の
玄
孫
酈
明
友
ら
一
一
三
人
な

ど
、
大
量
に
関
内
侯
が
賜
爵
さ
れ
た
事
例
を
除
き
、『
漢
書
』
で
確
認
で
き
る
事
例

は
三
十
四
件
計
四
十
二
人
（
高
一
人
、
武
十
二
人
、
宣
十
三
人
、
元
五
人
、
成
六
人
、

哀
五
人
）
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
十
四
人
（
高
一
人
、
武
七
人
、
宣
三
人
、
元
四
人
、

成
五
人
、
哀
四
人
）
と
、
実
に
半
数
以
上
の
事
例
で
食
邑
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

典
と
し
て
、
病
気
見
舞
品
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。『
漢
書
』
で
は
計
六
件
（
文
一
件
、

武
一
件
、
成
三
件
、
哀
一
件
）
の
事
例
が
確
認
で
き
、
内
訳
は
諸
侯
王
へ
一
件
、
丞

相
へ
四
件
、
師
傅
へ
一
件
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
同
じ
官
職
で
、
事
例
の
比
較
が
し

や
す
い
丞
相
四
人
に
下
賜
し
た
物
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

丞
相
へ
の
病
気
見
舞
品
が
下
賜
さ
れ
た
事
例
の
初
見
は
、
武
帝
元
狩
元
年
十
一
月

に
公
孫
弘
へ
牛
・
酒
・
雑
帛
が
下
賜
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
次
に
見
舞
品
が
下
賜
さ

れ
た
の
は
成
帝
期
ま
で
時
代
が
下
り
、
匡
衡
に
は
養
牛
と
上
尊
酒
を
、
翟
方
進
に
は

養
牛
一
頭
と
上
尊
酒
十
石
（
十
六
）
を
、
そ
し
て
哀
帝
は
平
当
に
養
牛
一
頭
と
上
尊
酒

十
石
を
下
賜
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
武
帝
期
と
成
帝
期
以
降
で
は
二
つ

の
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
一
点
目
は
、
見
舞
品
か
ら
帛
が
抜
け
て
牛

と
酒
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
見
舞
品
が
定
数
化
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
注
意
す
べ
き
は
、
成
帝
が
匡
衡
に
見
舞
品
を
下
賜
し
た

の
は
即
位
当
初
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
成
帝
即
位
前
か
ら
見
舞
品
が
規
定
化
さ
れ
て
い

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
病
気
見
舞
品
の
規
定
化
は
、
い
つ
ご
ろ
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
漢
書
』
の
条
文
か
ら
そ
の
時
期
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私
は
宣
帝
期

に
規
定
化
が
行
な
わ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
宣
帝
期
に
行
な

わ
れ
た
恤
民
政
策
か
ら
説
明
し
て
み
た
い
。

漢
代
に
初
め
て
牛
と
酒
が
下
賜
さ
れ
た
の
は
、
文
帝
が
即
位
し
た
高
后
八
年
閏
月

で
あ
る
。
な
ぜ
、
文
帝
が
牛
や
酒
を
下
賜
し
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

疑
問
を
解
く
鍵
と
し
て
王
巍
氏
の
論
文
（
十
七
）
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。
氏
に
よ
る

と
「
肉
類
は
神
霊
に
捧
げ
る
主
要
な
供
物
」
で
、「
原
始
的
な
採
集
・
狩
猟
経
済
に

お
い
て
、
肉
は
命
が
け
で
獲
得
す
る
貴
重
な
食
物
」
で
あ
り
、「
豚
、
羊
、
牛
の
中

で
は
牛
が
重
ん
じ
ら
れ
、
天
子
の
祭
祀
で
は
必
ず
牛
を
供
物
と
す
る
か
、
牛
、
豚
、

羊
を
一
緒
に
捧
げ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
酒
は
「
醸
造
に
大
量
の
穀
物
を
要
す
る
た
め
、
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の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
要
因
と
し
て
、
や
は
り
宣
帝
の
特
殊
性
が
関
係
し
て
い
よ
う
。

皇
帝
権
力
が
弱
い
宣
帝
は
、
既
得
権
益
を
有
す
る
朝
廷
内
の
官
僚
と
は
別
に
、
自
身

の
権
威
と
権
力
を
高
め
る
た
め
に
は
外
戚
や
地
方
出
身
の
官
僚
の
協
力
を
あ
お
ぐ
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
行
政
官
僚
と
し
て
治
政
優
良
者
に
関
内
侯
の
恩
典
を
賜

爵
す
る
こ
と
で
、
他
の
官
僚
達
の
目
的
意
欲
を
引
き
出
し
、
ま
た
中
央
官
庁
で
の
既

得
権
力
を
有
し
な
い
地
方
出
身
者
で
あ
る
彼
ら
の
権
威
を
高
め
る
意
図
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら
に
特
別
な
恩
典
を
下
賜
す
る
こ
と

で
、
皇
帝
へ
の
絶
対
的
な
忠
誠
心
を
得
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
利
用
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
制
度
変
更
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
棺
銭

本
項
最
後
に
、
宣
帝
期
に
始
め
ら
れ
た
制
度
を
一
つ
紹
介
し
た
い
。

『
漢
書
』
に
は
、
恵
帝
二
年
正
月
に
最
初
の
地
震
が
記
載
さ
れ
て
以
降
十
四
回
の
地

震
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
う
ち
宣
帝
本
始
四
年
四
月
の
地
震
で
は
四
十
九
の
郡
国

で
多
数
の
被
災
者
が
出
て
い
る
。
こ
の
地
震
の
被
災
者
に
対
し
、
宣
帝
は
民
生
の
安

定
に
必
要
が
な
い
律
令
の
削
除
や
租
税
の
免
除
な
ど
、
従
来
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

対
応
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
災
害
で
死
去
し
た
人
々
に
棺
銭
を
支
給
し
て
、

葬
儀
代
を
国
家
が
補
填
し
て
い
る
。

こ
の
政
策
は
、
現
代
に
通
じ
る
画
期
的
な
社
会
政
策
で
あ
り
、
宣
帝
が
民
間
出
身

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
し
得
た
政
策
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

五
．
金
銭
の
下
賜
事
例
か
ら
見
る
宣
帝
期
の
社
会
状
況

　
　
―
結
び
に
代
え
て
―

以
上
、
先
行
研
究
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
皇
帝
か
ら
官
僚
へ

の
金
銭
下
賜
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、
制
度
の
多
く
が
文
帝
期
に
始
り
、
宣
帝
期
に

し
た
が
っ
て
、
前
漢
期
で
は
関
内
侯
が
賜
爵
さ
れ
る
場
合
、
食
邑
が
一
緒
に
下
賜
さ

れ
る
こ
と
が
通
例
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
武
帝
期
に
は
七
人
に
関
内
侯
と
食
邑
が
下
賜
さ
れ
て

い
る
が
、
一
度
も
注
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
宣
帝
擁
立
の
論
功
行
賞
で
蘇

武
と
劉
徳
に
食
邑
を
下
賜
し
た
事
例
で
は
、
張
晏
が
「
舊
關
内
侯
は
邑
無
き
な
り
。

蘇
武
は
節
を
守
り
て
國
の
外
に
あ
り
、
劉
德
は
宗
室
の
俊
彦
を
以
て
、
故
に
特
令
に

て
邑
を
食
ま
し
む
」
と
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
張
晏
の
注
に
よ
る
と
、
関
内
侯
に

食
邑
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、
蘇
武
と
劉
徳
に
食
邑
を
与
え
た
の
は
特
例
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
宣
帝
以
前
の
事
例
に
誰
も
注
を
付
さ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問
が
生
じ
て
な
ら
な
い
。

こ
の
関
内
侯
賜
爵
に
お
い
て
も
、
宣
帝
期
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
宣
帝
期
以
降
の
事
例
で
は
、
食
邑
以
外
に
黄
金
や
中
二
千
石
の
秩
禄
が
加
え
ら

れ
て
い
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
前
漢
期
を
通
じ
て
、
食
邑
以
外
に
黄
金
が
下
賜

さ
れ
た
者
は
十
人
（
武
二
人
、
宣
一
人
、
元
三
人
、
成
三
人
、
哀
一
人
）、
う
ち
食

邑
と
黄
金
が
同
時
に
下
賜
さ
れ
た
者
は
三
人
（
元
三
人
）、
黄
金
と
中
二
千
石
の
秩

禄
が
下
賜
さ
れ
た
者
は
二
人
（
宣
一
人
、
成
一
人
）
と
、
明
ら
か
に
宣
帝
期
を
境
に

変
化
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
今
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
関
内
侯
の
賜
爵
基
準
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
武
帝
期
は
匈
奴
遠
征
な
ど
の
軍
功
を
嘉
し
て
賜
爵
さ
れ
て
い
た
が
、
宣
帝
期

以
降
は
軍
功
に
て
賜
爵
さ
れ
た
の
は
元
帝
期
の
二
人
の
み
で
、
多
く
が
行
政
優
良
者

や
皇
后
の
一
族
（
外
戚
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宣
帝
期
が
武
帝
期
と
同

様
に
羌
や
匈
奴
へ
の
外
征
が
活
発
化
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
軍
功
に
て
関

内
侯
を
賜
爵
さ
れ
た
人
物
が
一
人
も
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
に
関
内
侯
を

賜
爵
す
る
基
準
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
に
宣
帝
期
以
降
は
治
政
優
良
者
や
外
戚
が
賜
爵
者
の
中
心
に
な
っ
た
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す
る
た
め
、
下
位
官
僚
達
の
助
力
を
得
る
政
策
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
政
策
変
更
は
、
宣
帝
の
皇
帝
権
力
と
権
威
を
高
め
る
ソ
フ
ト
面
的
な
政
策
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
一
）�

加
藤
繁
「
漢
代
に
於
け
る
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
並
に
帝
室
財
政

一
班
」（
『
支
那
経
済
史
考
証
』
上
巻
、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
三
年
）

（
二
）�

佐
伯
富
「
漢
代
の
賻
贈
に
つ
い
て
」（
『
史
林
』
第
六
十
二
巻
第
五
号
、

一
九
七
九
年
九
月
）

（
三
）�

高
村
武
幸
「
漢
代
官
吏
生
活
史
の
一
斷
面
―
餞
別
か
ら
み
た
―
」（
『
東
方

学
』
第
百
一
輯
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）

（
四
）�

柿
沼
陽
平
『
中
国
古
代
貨
幣
経
済
史
研
究
』
汲
古
叢
書
九
十
二
（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
一
年
一
月
二
十
七
日
）

（
五
）�

半
両
銭
の
重
量
が
約
七
・
五
ｇ
、
楡
莢
銭
は
一
．
五
ｇ
前
後
で
、
最
小
の
物
は

〇
・
二
ｇ
。

（
六
）�『
中
国
史
籍
解
題
辞
典
』
に
よ
る
と
、
耕
地
面
積
や
一
日
一
人
当
た
り
の
可
耕

面
積
な
ど
の
具
体
的
設
問
と
答
え
・
解
法
が
示
さ
れ
て
お
り
、
社
会
経
済
に

関
す
る
好
材
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
七
）�

平
帝
の
事
例
で
は
、
黄
金
や
銅
銭
ま
た
は
列
侯
へ
の
封
建
も
な
く
、
王
惲

（
太
僕
）
ら
二
十
五
人
が
関
内
侯
の
爵
位
を
賜
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

（
八
）�

周
勃
（
太
尉
）
が
五
千
金
・
食
邑
一
万
戸
、
陳
平
（
丞
相
）
と
灌
嬰
（
大
将

軍
）
が
二
千
金
・
食
邑
三
千
戸
、
劉
章
（
朱
虚
侯
）・
紀
通
（
襄
平
侯
）・
劉

興
居
（
東
牟
侯
）
が
一
千
金
・
食
邑
二
千
戸
、
劉
掲
（
典
客
）
は
一
千
金
・

食
邑
一
千
戸
。
う
ち
、
劉
興
居
だ
け
が
列
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
九
）�

霍
光
（
大
司
馬
大
将
軍
）
に
七
千
金
・
六
千
万
銭
・
雑
繒
三
万
匹
と
食
邑

改
変
さ
れ
、
後
漢
期
に
な
る
と
祖
法
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
宣
帝
期

に
行
な
わ
れ
た
改
変
は
、
官
僚
へ
の
恩
典
を
増
や
す
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
宣
帝
期
の
皇
帝
権
力
と
官
僚
権
力
の
均
衡
状
態
の
特
異
性
に
起
因
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

宣
帝
の
特
異
性
は
、
中
国
史
上
際
立
っ
て
い
る
。
秦
王
政
が
皇
帝
号
を
呼
称
し
始

め
て
か
ら
宣
統
帝
溥
儀
が
退
位
す
る
ま
で
の
約
二
一
二
二
年
間
、
小
さ
い
王
朝
を
含

め
て
五
五
七
人
の
皇
帝
が
数
え
ら
れ
る
が
、
王
朝
が
興
隆
し
て
い
る
最
中
に
庶
民
か

ら
皇
帝
に
即
位
し
た
の
は
宣
帝
た
だ
一
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
庶
民
出
身
の
宣

帝
は
自
身
の
権
力
や
権
威
を
高
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
急
激
な
政
治
改
革
を

行
な
え
ば
、
既
得
権
益
を
有
す
る
官
僚
達
の
反
発
を
買
う
危
険
性
が
あ
る
。
思
案
の

結
果
、
宣
帝
は
従
来
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
黄
金
や
銅
銭
を
官
僚
に
下
賜
す
る
政
策

を
改
変
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
特
別
な
恩
典
を
施
し
て
求
心
力
を
得
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
帝
は
漢
朝
の
祖
法
を
継
承
し
な
が
ら
、
自
身
の
立
場
と
社

会
の
現
状
に
即
し
た
内
容
に
制
度
を
改
変
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
宣
帝
が
行
な
っ
た
制
度
変
更
を
考
え
た
と
き
、
宣
帝
期
の
社
会
状
況

の
特
質
が
見
え
て
く
る
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
宣
帝
の
権
力
基
盤

は
弱
か
っ
た
た
め
、
霍
光
ら
官
僚
の
助
力
を
得
な
け
れ
ば
国
政
運
営
が
難
し
く
、
そ

の
う
え
官
僚
達
は
既
得
権
益
を
有
し
て
お
り
、
皇
帝
と
雖
も
彼
ら
の
既
得
権
益
に
介

入
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
宣
帝
は
既
得
権
益
の
少
な
い
下
位
官
僚
や
地
方

出
身
者
を
中
央
官
庁
に
抜
擢
し
、
彼
ら
の
助
力
を
得
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
表
立
っ

て
の
行
動
は
、
霍
光
ら
官
僚
達
か
ら
反
発
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
故
に
宣
帝
は
新

し
い
法
律
を
作
る
の
で
は
な
く
、
文
帝
以
来
の
祖
法
を
改
変
す
る
こ
と
で
霍
光
ら
の

反
発
を
封
じ
、
そ
の
う
え
で
下
位
官
僚
達
に
特
別
な
恩
典
を
与
え
る
こ
と
で
、
彼
ら

の
忠
誠
心
を
得
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宣
帝
期
に
行
な
わ
れ

た
金
銭
を
下
賜
す
る
政
策
へ
の
改
変
は
、
宣
帝
が
皇
帝
と
し
て
の
権
力
基
盤
を
確
立
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一
万
七
千
戸
、
他
に
奴
婢
一
七
〇
人
、
馬
に
二
千
匹
、
第
一
等
の
邸
宅
一
区

が
賞
賜
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蔡
義
（
丞
相
）
に
は
二
百
金
・
食
邑
が
加
増

さ
れ
て
い
る
。
他
に
食
邑
を
加
増
さ
れ
た
者
十
人
、
列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
者

五
人
、
関
内
侯
を
賜
爵
さ
れ
た
者
八
人
と
な
っ
て
い
る
。
食
邑
の
下
賜
戸

数
が
判
明
し
て
い
る
の
は
、
張
安
世
に
一
万
六
百
戸
、
杜
延
年
に
二
千
三
百

戸
、
王
譚
に
三
百
戸
、
楊
忠
に
三
千
五
百
戸
、
夏
侯
勝
に
一
千
戸
、
合
計

二
万
四
千
七
百
戸
。

（
十
）�

好
並
隆
司
「
霍
光
と
昌
邑
王
の
擁
立
、
廃
位
を
め
ぐ
る
問
題
」（
『
前
漢
政
治

史
研
究
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
四
年
九
月
二
十
五
日
）

（
十
一
）�

大
庭
脩
「
漢
代
官
吏
の
勤
務
と
休
暇
」（
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、

二
〇
〇
一
年
九
月
十
日
第
三
刷
発
行
）〔
初
出
「
漢
代
官
吏
の
勤
務
規
定
―

休
暇
を
中
心
と
し
て
」『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
四
、一
九
五
四
年
三
月
〕

（
十
二
）�

な
か
に
は
同
じ
左
将
軍
で
あ
っ
た
史
丹
と
彭
宣
の
退
職
金
は
六
十
金
と
定

額
で
あ
っ
た
事
例
も
見
ら
れ
る
。

（
十
三
）
既
掲
註
十
一
参
照
。

（
十
四
）�

重
近
啓
樹
「
前
漢
の
国
家
と
地
方
政
治
―
宣
帝
期
を
中
心
と
し
て
―
」

（
『
駿
台
史
学
』
四
十
四
号
、
一
九
七
八
年
七
月
）

（
十
五
）
既
掲
註
十
一
参
照
。

（
十
六
）�「
養
牛
」
と
は
特
別
に
飼
育
さ
れ
た
牛
。「
上
尊
酒
」
と
は
、『
漢
書
』
平

当
伝
の
如
淳
や
顔
師
古
の
注
か
ら
し
て
、
当
時
に
お
け
る
最
高
級
の
酒
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

（
十
七
）�

王
巍
「
中
国
古
代
の
祭
祀
」（
『
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
』
研
究
報

告
Ⅱ
―
二
、二
〇
一
一
年
）

（
十
八
）�

拙
論
「
宣
帝
期
の
政
治
史
―
先
行
研
究
よ
り
―
」（
『
ゆ
け
む
り
史
学
』
十

号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
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